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第１章 総 則 

 

第１条 （本約款の適用） 

ヤマトシステム開発株式会社（以下「当社」といいます）は、この「サーバハウジングサービス契約約款」（以下「本

約款」といいます）によってサーバハウジングサービス（以下「本サービス」といいます）を提供します。 

２. 本約款は、本サービスの利用に関し、当社と契約者との関係に適用されるものとします。 

３. 本約款の他に当社が別途定める諸規定は、それぞれ本約款の一部を構成するものとします。 

４. 前項の諸規定の内容が本約款と異なる場合は、当該諸規定の内容が優先されるものとします。 

 

第２条 （本約款の変更） 

当社は、本約款を随時変更することがあります。この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の

本約款によります。 

２. 当社は、前項の変更を行う場合は、３ヶ月以上の予告期間をおいて、変更後の本約款の内容を契約者に通知するもの

とします。ただし、変更の内容が軽微なものである場合又は契約者に不利益を与えるものでない場合、当社は契約者に通

知することなく、当該変更を行うことができるものとします。 

３. 契約者は、本条による本約款の変更（前項ただし書きの場合の変更を除く）に同意しないことを理由として利用契約

の解約を希望する場合は、第１６条（契約者が行う利用契約の解約）の定めにかかわらず、約款変更日の２ヶ月前までに

当社所定の書面によりその旨を通知することにより、約款変更日の前日をもって利用契約を解約することができるもの

とします。 

 

第３条 （用語の定義） 

本約款において、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。 

用 語 用 語 の 意 味 

利用契約 本約款に基づき、当社と契約者の間で締結される本サービスの提供に関する契約。 

契約者 当社と利用契約を締結して、本サービスの提供を受ける者。 

レンタル物件 付加サービスであるファイアウォールレンタルサービスの提供を受ける利用契約を締結

したときに、当社が契約者にレンタルするファイアウォール設備機器。 

契約者機器 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置、運用する電子計算機器その他の機器及び

ソフトウェア。 

データセンター 本サービスを提供するための当社の管理している施設。 

ドメイン名 株式会社 日本レジストリサービス（以下「JPRS」といいます）等のドメイン名管理団体

によって割当てられるインターネット上の特定空間を示す名前。 

IP アドレス インターネットプロトコル(IPv4)として定められる 32 ビットのアドレス。 

財団法人日本ネットワークインフォメーションセンター（以下「JPNIC」といいます）によ

り管理。 

 

第４条 （契約者への通知） 

本約款に基づく当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど当社

が適当と判断する方法により行います。 
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２. 前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により

行う場合には、当該通知はその内容が契約者機器の表示装置上で契約者が表示し得る状態になったときに、契約者に到達

したものとみなします。 

 

第５条 （合意管轄裁判所） 

契約者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。 

 

第６条 （準拠法） 

本約款（本約款に基づく利用契約を含みます。）に関する準拠法は、日本法とします。 

 

第７条 （協議） 

本約款に記載のない事項で本サービスの提供上必要な細目事項については、法令の定めによる他、契約者と当社との協

議によって定めます。 

 

第８条 （本サービスの種別と品目） 

本サービスの種別（以下「サービス種別」といいます）は、次のとおりとします。サービスの各種別で提供する内容の

詳細は、別表に記載します。 

（１）基本サービス 

① ラックコロケーションサービス 

データセンターに契約者機器を設置するため、ラック、電力の供給、空調などを提供するサービスをいいま

す。 

（２）付加サービス 

当社は基本サービスに付随して、付加サービスを提供します。 

① インターネット接続サービス 

② 電源追加サービス 

③ 棚板レンタルサービス 

④ 監視サービス 

⑤ 監視項目追加サービス 

⑥ 監視項目変更サービス 

⑦ バックアップテープ交換サービス 

⑧ ファイアウォールレンタルサービス 

⑨ ファイアウォール設定サービス（ファイアウォールレンタルサービスの付加サービスです） 

なお、④、⑤、⑥、⑧、⑨は、①の「インターネット接続サービス」の申し込みが必要になります。 

２. 当社は契約者の要望その他の事由により、前項で定める以外のサービス種別あるいは品目を提供することがありま

す。この場合、当社と契約者の協議により、提供条件等を決定し、別途契約書を取り交わすものとします。 

 

第２章 利用契約の締結等 

 

第９条 （利用契約の単位） 

契約者が複数のサービス種別又は品目を利用する場合は、個々に利用契約を締結するものとします。 
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第１０条（利用契約の申込） 

本サービスの申込は、当該サービスの内容を特定する為に必要な事項を記載した当社所定の契約申込書を提出して行

うものとします。 

 

第１１条（利用契約の承諾） 

利用契約は当社が別に定める手続による申込みに対し、当社が承諾の通知をすることにより成立します。ただし、次の

いずれかに該当する場合には、当社は当該申込者による利用契約の申込みを承諾しないことがあります。 

（１）申込みの際に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。 

（２）申込者が振り出した手形又は小切手が不渡りとなったとき、もしくは申込者が公租公課の滞納処分を受け、又は

支払いの停止もしくは仮差押、差押、競売、破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始、又は特別清算開始の

申立てがあるなど、債務の履行が困難と想定されるとき。 

（３）申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかであり、申込みの際に法定代理人又は成年後

見人、補佐人、補助人の同意等を得ていなかったとき。 

（４）申込者が、過去に利用契約を当社から解除されているとき、又は利用契約の申込み時点において本サービスの利

用を停止されているとき。 

（５）申込者への本サービスの提供に関し、技術上又は当社の業務遂行上の著しい困難が認められるとき。 

（６）その他前各号に準じる場合で、当社が適切でないと判断したとき。 

２. 当社が利用契約の申込みを承諾したときは、利用開始日を記載した当社所定のサービス通知書により通知します。利

用契約はこの利用開始日に成立するものとします。 

  

第１２条（サービス期間） 

利用契約は、第１１条（利用契約の承諾）第２項に規定する利用開始日から起算して１年間を最低利用期間として基本

期間と定めます。基本期間満了の２ヶ月前までに書面による別段の申し入れがないときは、基本期間満了の翌日から更に

1 年間自動的に延長されるものとします。 

２. 契約者は、最低利用期間を経過している場合に限り、第１６条（契約者が行う利用契約の解約）の規程に則り、利用

契約の解約を申し出ることができるものとします。 

 

第１３条（利用責任者の選任） 

契約者は、本サービスの利用にあたって利用責任者を選任し、当社所定の手続きにより届け出るものとします。利用責

任者を変更したときも同様とします。 

２. 利用責任者は当社との連絡、協議の任にあたるとともに、利用契約に基づく本サービスの利用適正化を図るものとし

ます。 

 

第１４条（契約者事項の変更） 

契約者は、その氏名もしくは法人名、又は住所もしくは所在地を変更したときは、変更のあった日から１ヶ月以内に当

社所定の変更届を当社に提出するものとします。 

 

第１５条（利用契約の変更） 

契約者がサービス品目等を変更しようとするときは、変更希望日の２ヶ月前までに、当社所定の変更届を当社に提出す

るものとし、この場合の手続は、第１１条（利用契約の承諾）を準用するものとします。この場合、「申込者」を「契約
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者」、「利用契約」を「利用契約の変更契約」と読み替えるものとします。 

 

第１６条（契約者が行う利用契約の解約） 

契約者は利用契約を解約しようとするときは、当社に対し解約の日の２ヶ月前（当該日が土曜、日曜、祝日の場合にお

いては直前の当社営業日）までに当社所定の解約届によりその旨を通知するものとします。この場合、解約の効力は当該

通知において解約の日とされた日（通知があった日から当該日までの期間が２ヶ月未満であるときは、通知があった日か

ら２ヶ月を経過した日）の暦月の末日をもって生じるものとします。 

２. 前項の場合において、その利用中に係わる契約者の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行さ

れるまで消滅しません。 

３. 第２５条（本サービスの廃止）第１項の規定により特定のサービス種別もしくは品目のサービスが廃止されたとき

は、廃止の日をもって当該サービス種別もしくは品目に係わる利用契約が解約されたものとします。 

  

第１７条（当社が行う利用契約の解除） 

当社は、第２４条（利用の停止）の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が、停止の日から１４日以内に

その停止事由を解消又は是正しない場合は、その利用契約を解除できるものとします。 

２. 当社は、契約者が利用契約を締結した後において第１１条（利用契約の承諾）第１項のいずれかに該当することが明

らかになった場合、前項の規定に係わらず利用契約を即時解除できるものとします。 

３. 当社は、前各項の規定により利用契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を当該契約者に通知します。

ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 

第１８条（反社会的勢力の排除） 

当社及び契約者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し確約するものとします。 

（１） 自らが、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能

暴力集団、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人

である反社会的勢力（以下総称して「反社会的勢力」といいます）に該当せず、将来も反社会的勢力とならない

こと。 

（２）自らの役員（代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者）が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力

とならないこと。 

（３）自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。 

（４）利用契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為を行わないこと。 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

④ 虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行

為 

⑤ その他前記に準ずる行為 

２．当社は、利用契約の有効期間内に契約者が前項の確約事項のいずれかに反することが判明した場合には、契約者に

対し何らの催告を要せずして、直ちに取引の全部又は一部を停止し、又は利用契約の全部又は一部を解除することがで

きるものとします。この場合、取引の停止又は利用契約の解除に起因し又は関連して契約者に損害等が生じた場合であ

っても、当社は何ら責任を負わないとともに、当社に損害等が生じた場合は、契約者に対する当社からの損害賠償請求
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を妨げないものとします。 

 

第１９条（権利の譲渡制限） 

利用契約に係わる契約者の権利は、第三者に譲渡、転貸、又は担保に供することはできません。 

 

第２０条（機密保持） 

当社及び契約者は、申込書の捺印により双方の機密保持契約が締結されたものとし、相手方の書面による承諾なくして

利用契約に関して知り得た相手方固有の業務上、技術上の機密を第三者に漏洩してはいけません。尚、当社及び契約者は、

機密情報を相手方に開示する場合には、機密である旨の表示を行うものとします。ただし、次の各号のいずれかの一つに

該当する情報は機密情報から除きます。 

（１）開示の時点で既に公知のもの、又は開示後情報を受領した当事者の責任によらずに公知となったもの 

（２）開示の時点ですでに相手方当事者が保有しているもの 

（３）正当な権利を有する第三者から入手したもの 

（４）開示された情報によらずに、独自に開発したもの 

（５）法律上、司法当局又は行政当局等により開示を強制されるもの 

２. 当社は、契約者情報の集計・分析を行い、契約者を特定・識別できないように加工したもの（以下「統計資料」とい

います）を作成し、業務の遂行のために利用することがあります。当社は、統計資料を公開、又は業務提携先等に提供す

ることがあります。 

３. 本条は、利用契約終了後も５年間有効とします。 

 

第２１条（個人情報保護） 

当社は、本サービスの利用契約の申込時及び変更時等の、契約者との利用契約に関する手続きにおいて収集される契約

者の個人情報（以下「個人情報」といいます）を契約者本人から直接収集し、又は間接に知らされた場合には、本サービ

スの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。 

２. 当社は、これらの個人情報を契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービスの提供のために必要な範囲を超えて

使用しないものとします。ただし、次に示すいずれかに該当する場合は、この限りではありません。 

（１）法令に基づく場合 

（２）人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 

（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき 

（４）国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要がある場合であって、本人の同意を得ることによって本サービスの提供に支障を及ぼす恐れがあるとき 

３. 当社は、契約者が個人情報の提供を拒否する場合、利用契約のお申込み及びデータセンターへの立入りを承諾しない

ことがあります。 

４. 当社は、利用契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後は、個人情報を消去するものとします。ただし、利用

契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この

限りではありません。 

 

第３章 利用の制限、中止及び停止（サービスの提供及び利用） 
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第２２条（利用の制限） 

当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、

通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持の為に必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のために緊急を

要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。 

  

第２３条（保守等による提供の中止） 

当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 

（１）データセンターの保守又は工事のためやむを得ない場合。 

（２）データセンターの障害等やむを得ない場合。 

２. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を第３２条（障害時連絡先の登録）

にて登録された契約者の障害時連絡先の電子メールアドレスへ通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りで

はありません。 

  

第２４条（利用の停止） 

 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することがあります。 

（１）利用契約に係わる契約者の債務を履行しない場合。 

（２）第４０条（データセンターの環境維持）の規定に違反した場合。 

（３）以下の態様において本サービスを利用した場合。  

① 当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。 

② 当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為。 

③ わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、文書等を送信もしくは掲載する行為、又はこれらを収

録した媒体を販売する行為。 

④ 本サービスにより利用し得る情報を改ざん又は消去する行為。 

⑤ ウイルス、ワーム等の有害なコンピュータプログラムを送信又は掲載する行為。 

⑥ 第三者に対し、無断で広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は不快感を抱くおそれのあるメ

ール（嫌がらせメール）を送信する行為。 

⑦ 詐欺などの犯罪に結びつく、又は結びつく恐れのある行為。 

⑧ 前各号の他、法令、本約款もしくは公序良俗に違反する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与える行

為。 

⑨ その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクを張

る行為。 

⑩ 本サービスの利用に関し、直接、間接を問わず当社又は第三者に対し重大な支障（設備や情報等の損壊を含

むがそれに限定されない）を与えた場合。 

⑪ その他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用した場合。 

２. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、

緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 

第２５条（本サービスの廃止） 

当社は、本サービスの全部もしくは一部を一時的又は永続的に廃止することがあります。 

２. 当社は前項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の３ヶ月前までにその旨を通知し
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ます。 

 

第４章 当社の義務等 

 

第２６条（設備の提供） 

当社は、サービス毎に別表に定める設備、及び当社が契約者にレンタルする物件を利用開始日までに用意し、契約者に

通知します。 

 

第２７条（当社の維持責任） 

当社は、本サービスを円滑に提供できるよう、データセンターを善良な管理者の注意をもって維持管理・運用します。 

２. 当社は、データセンターの維持管理及び運用に係わる作業の全部又は一部（修理又は復旧を含みます。）を当社の指

定する第三者に委託することができるものとします。 

 

第２８条（データセンターの障害等） 

当社は、本サービスの提供又は利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を

通知するものとします。 

２. 当社は、データセンターに障害が生じたことを知ったときは、すみやかに当該箇所を修理又は復旧します。 

 

第２９条（作業要請の受付け） 

当社は、契約者から緊急の作業要請があった場合には、事前にマニュアルを当社に提出していることを条件に、次の各

号に限り作業を実施します。ただし、定例的に発生する作業の場合は、当該作業ごとに第８条（本サービスの種別と品目）

第２項に準じて提供条件などを別途定め、契約者は当社に対し当該作業に関する利用申込みを提出するものとします。な

お、当社は、頻発する緊急作業要請やマニュアルがない作業要請に対しては、その作業要請を拒否できるものとします。 

（１）ランプ表示状態等の確認 

（２）電源リセット操作 

（３）ネットワークケーブルの抜き差し 

（４）バックアップテープ交換 (バックアップテープ交換サービス契約者に限ります。) 

２. 契約者は、要請した作業によって起こりうる情報の喪失や契約者機器の物理的損害等の危険性を十分理解した上で、

当社に作業を要請するものとします。作業を要請するときは、作業の対象となる機器のラック内での位置及び電源スイッ

チ等の位置を、当社に対し事前に書面（図面及び作業手順書）で知らせる必要があります。当社は、前項の要請に基づく

作業により発生した結果については、予見の有無を問わず一切その責任を負わないものとします。 

 

第３０条（レンタル物件の担保責任） 

当社は契約者の責によらない事由に基づいて生じた性能の欠陥等によりレンタル物件が正常に動作しない場合は、レ

ンタル物件の修理又は交換を行うものとします。 

２. 当社は、レンタル物件が正常に動作していないことに関し、前項に定める以外の一切の責を負わないものとします。 

３. 契約者は、前項の修理又は交換で生じるレンタル物件を利用できない期間について、当社に対して損害賠償の責を負

わないものとします。 
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第５章 契約者の義務等 

 

第３１条（本サービス設備等の障害対応） 

契約者は、本サービスの利用について障害があることを知ったときは、契約者機器に故障がないことを確認の上、ただ

ちに当社にその旨を通知するものとします。 

２. 前項の通知があったときは、当社はその原因を調査し、復旧を行い、契約者に対してその結果を通知します。 

３. 前項の結果、当該障害が契約者の責に帰すべき事由により生じた場合は、当該障害の調査、修理又は復旧のために要

した費用を当該契約者に請求できるものとします。 

４. 当社は、本サービス用設備の修理又は復旧を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。 

 

第３２条（障害時連絡先の登録） 

契約者は、本サービスの障害発生時における当社からの通知を受けるため、当社所定の方法により、連絡先（以下「障

害時連絡先」といいます）を登録するものとします。なお、登録した障害時連絡先に変更があったときも同様とします。 

 

第３３条（契約者機器の設置等） 

契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自らの費用と責任において契約者機器を設置し、本サービスを利用可

能な状態に置くものとします。 

２. 契約者が前項の規定に従い契約者機器の設置を行わない場合、当社は本サービス提供の義務を負わないものとしま

す。 

 

第３４条（契約者機器の接続） 

当社は、接続サービスのための接続点をラック内に設け、利用開始日までに接続サービスを利用可能状態とします。 

２. 契約者は、契約者機器と接続点を接続するためのケーブルを用意し、当社の社員立会いのもと、自らの費用と責任に

おいて接続作業を行うものとします。 

 

第３５条（契約者機器の搬入） 

契約者は、契約者機器を利用開始日以降に当社の指定する場所へ搬入するものとします。 

２. 当社は、搬入された契約者機器に不備が認められる場合、当該契約者機器を撤去、返送することがあります。この場

合、返送のための作業費及び運送費は当該契約者の負担とします。 

３. 契約者が冬季期間（12 月～3 月）に契約者機器を搬入する場合は、当社は契約者に対し、結露予防対策を実施のう

え、搬入することを推奨します。この場合、結露予防対策の作業費及び運送費は当該契約者の負担とします。なお、契約

者による当該結露予防対策の実施有無にかかわらず、契約者機器に発生した結露等により契約者に損害が発生した場合

であっても、当社は賠償の責を負わないものとします。 

 

第３６条（契約者機器の撤去） 

契約者は、利用契約の解約があった場合は、自らの費用と責任においてすべての契約者機器を撤去し、レンタル物件の

提供を受けているときは、当該レンタル物件を遅延なく当社に返還するものとします。 

２. 当社は、契約者の要請があったとき、又は当社が必要と判断する場合には、契約者の費用負担を条件に契約者機器を

当該契約者に返送することができるものとします。 

３. 利用契約の解約があった後、契約者が当社の指定する期間内に契約者機器を撤去しない場合、当社は当該契約者機器
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を換価、廃棄その他当社が適当と判断する方法により処分することができるものとします。 

 

第３７条（契約者機器の運用） 

契約者機器は、当該契約者の責任において運用するものとします。当社は、第２９条（作業要請の受付け）に定める以

外には、契約者機器に対して一切の作業、操作等を行わないものとします。 

２. 契約者は、別表に定める、本サービスの技術事項を超えることなく、契約者機器を運用するものとします。これを定

常的に超える場合、当社は改善措置の要求及び利用契約の追加を求めることができ、契約者はこれに従うものとします。 

 

第３８条（ネットワークの接続） 

契約者がデータセンター内の設備機器と接続を行うため、電気通信事業者の提供する回線（以下「専用回線」といいま

す）を申し込む場合、当該回線に関わる料金、及び手続きは契約者が負担するものとします。 

２. 契約者は前項の申し込みを行う１０日前に当社に対しその旨を連絡するものとします。 

３. 専用回線を契約することにより発生する両端の機器設備、工事費等は契約者の負担とします。 

４. 専用回線を利用するため、回線終端装置が必要となる場合、その設置場所は当社の指定する場所に限ります。 

５. 契約者は専用回線の申込後、その工事日程、回線種別等必要な事項は工事日程の１０日前までに当社へ届け出るもの

とします。 

６. リモート回線を接続することにより、当社の所有する機器設備等が何らかの形で危険な状態になると判断した場合、

当社はこの回線の引き込みを拒否、又は適切な機器設備を設置することを契約者に求めることができ、契約者はこれに従

うものとします。 

 

第３９条（データセンターへの立入り） 

契約者は、次の各号のいずれかに該当する目的に限り、当社に対しデータセンターへの立入りを要請することができま

す。 

（１）契約者機器の搬入又は搬出。 

（２）契約者機器への物理的作業の実施。 

（３）契約者機器の保守上最低限必要な作業の実施。 

（４）前各号のほか、当社が特に認めるとき。 

２. 前項においてデータセンターへの立入りを要請する場合の手続き、及び立入りに際しての遵守事項等の諸条件は、別

途当社が制定する「東日本 IDC 利用案内」に定めるものとします。 

  

第４０条（データセンターの環境維持） 

契約者はデータセンターに、発火、発煙、有害物質の放散、極端な温度又は湿度の変化、その他データセンターの環境

に悪影響を及ぼすいかなる契約者機器も設置しないものとします。 

２. 当社は、データセンターの環境に悪影響を及ぼすおそれのある契約者機器を発見したときは、契約者に事前の通知を

することなく、当該契約者機器への電力の供給停止、撤去その他当社が必要と判断する措置をとることができるものとし

ます。 

３. 契約者機器から発生した損害については、当該契約者が損害賠償の責任を負担するものとします。 

 

第４１条（レンタル物件の使用管理） 

レンタル物件の提供を受けた契約者は、当該レンタル物件をデータセンターの契約ラック内において、善良な管理者の
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注意をもって使用、管理するものとします。 

２. 当社は、契約者に対し、レンタル物件のメーカーサポートの終了により契約者が使用しているレンタル物件の交換

を要請することがあります。その場合、当社は契約者に対し、物件の交換期限の６ヶ月前までに通知するものとし、契

約者は当該交換期限までに交換作業を行うものとします。なお、交換後のレンタル物件は、交換前のレンタル物件と同

一の機種（機器）に限定されないものとし、契約者はこれを予め承諾するものとします。 

３. 契約者は、レンタル物件の交換作業にともない、本サービスを利用できない期間が生じることをあらかじめ承諾す

るものとし、これにより契約者が損害を被った場合であっても、当社は損害賠償の責を負わないものとします。 

 

 

第６章 料金等 

 

第４２条（料金体系） 

本サービスの料金は、以下の項目からなります。 

 

区 分 内 容 

初期費用 利用契約締結の際に支払う一時金。 

月額費用 利用開始日以降毎月支払う料金。 

作業費用 利用開始日以降作業発生時に支払う一時金。 

２. 本サービスの料金の額は、サーバハウジングサービス料金表に規定するとおりとします。 

 

第４３条（料金等の支払義務） 

契約者は、当社に対し利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約までの期間について、サーバハウジングサー

ビス料金表に定める料金の額に消費税法所定の消費税を付加（以下「料金等」といいます）して請求するものとします。 

２. 料金等は１ヶ月を単位に算定します。１ヶ月とは暦月の初日より末日までとします。 

３. 契約者は、第２４条（利用の停止）に該当する期間があった場合においても、当該期間中の料金等の支払いを要しま

す。 

４. 契約者は、第１２条（サービス期間）に規定する最低利用期間内に利用契約の解約があった場合は、当社が定める期

日までに最低利用期間の残余の期間に対応する料金等に相当する額を一括して支払う義務を負い、すでに支払い済みの

料金等がある場合においても当社は払戻しを行わないものとします。ただし、第１６条（契約者が行う利用契約の解約）

第３項の規定による利用契約の解約においては、この限りではありません。 

 

第４４条（料金等の支払方法） 

契約者は、前条第１項に基づく当社による請求内容を確認の上、次の各号に定めるところにより当社へ支払うものとし

ます。 

（１）銀行振込 

当社の指定する期日までに当社の指定する銀行口座に振り込み支払うものとします。ただし、指定期日が金

融機関の休日にあたる場合は、その日を繰り上げるものとします。なお、この支払いに必要な振込手数料は、

契約者が負担するものとします。 

（２）口座振替 

契約者の預金口座又は通常貯金の口座から、金融機関の定める規定に従い、引落しの方法により支払うもの
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とします。但し、当該口座の残高不足、その他の理由により、当社からの請求額の全部又は一部の引落しが

できなかった場合、契約者は当社の指示に従い、前号の銀行振込の方法により支払うものとします。 

 

第４５条（遅延損害金） 

契約者は、料金等その他利用契約上の債務について支払いを怠った場合には、支払期日の翌日から支払いの日までの日

数について、年１４．６％の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社に支払うものとします。 

 

第７章 損害賠償等 

 

第４６条（損害賠償の制限） 

当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態（本サービスの利用に関して著しい支障

が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含み、以下「利用不能」といいます）に陥った場合、当社が

当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して２４時間以上その状態が継続した場合に限り、当社は当該契約

者と協議の上で、当該月の料金の３０分の１に利用不能の日数を乗じた額（円未満切り捨て）を限度として、料金の減額

に応じます。これをもって、契約者に対する損害賠償に代えるものとします。ただし、天災地変等当社の責に帰さない事

由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社

は一切その責任を負わないものとします。 

２. 契約者が当該請求をし得ることとなった日から６ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は

その権利を失うものとします。 

 

第４７条（免責） 

本サービスに関する当社の責任は、データセンターを契約者機器の設置・運用に必要な状態に維持することのみとしま

す。当社は、契約者機器の滅失、毀損又は運用の結果により発生した損害について、直接損害、間接損害を問わず又は予

見の有無に係わらず、一切その責任を負わないものとします。 

２. 前項に起因して第三者からなされた損害賠償請求等の補償についても契約者の責任で対処するものとし、当社は免

責されるものとします。 

  

 

附 則 

 本約款は、2024 年 10 月 1 日から実施します。 

 

（改定履歴） 

2024 年 10 月 1 日 第１．０版発行 
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別表 設備仕様等（東日本 IDC） 

１． データセンター 

当社東日本 IDC     群馬県内 

給電方式 ： 本線予備線 2 回線受電。３相３線 66kV 

無停電電源装置： CVCF 給電＋バッテリー、空調専用ＵＰＳ装置（N+1） 

   非常用自家発電、最大 72 時間無給油連続運転可 

防災設備 ： 窒素ガス消火設備、高感度煙検知器 

構内電源 ： 二重化（メンテナンス時も電源不停止） 

セキュリティ ：    共連れ防破壊侵入防止：サーバ室は無窓構造 

敷地入館時：敷地境界フェンス設置、東日本 IDC 正面警備員 365 日 24 時間常駐 

建物入館時：365 日 24 時間警備員常駐 

（訪問者は事前申請が必要、顔写真付き身分証による身元確認実施） 

サーバ室入室時：非接触カードリーダ、手のひら静脈認証装 

防犯監視：金属感知器、監視カメラ設置、共連れ防止装置 

通信設備 ： 異経路 2 ルートによる芯線引き込み（マルチキャリア） 

   複数ケーブルシャフトによる異経路敷設 

空調設備 ： 壁吹空調（Ｎ＋２）、外気冷房、アイル分離 

 

２． 基本サービス 

（１）ラックコロケーションサービス 

 ラック共通仕様 

 高さ 幅 奥 行 

ラック外寸 ２４２０mm ７００mm １１４０mm 

マウントレール － ４８９.４mm ７４０mm.（±１００mm） 

※ ラック全体の耐荷重は８５０kg 

 

 ラック個別仕様 

提供ラック 
提供ユニット 

(管理ユニット) 

標準 

電源 

同左 

しきい値 
電源タップ 

最大 

電源構成 

同左 

しきい値 

フルラック 
４３U 

(上 2U、下 4U) 

100V 

30A 
24 A 

平行２ピンアース付抜止め６口 

（100Ｖ15A 仕様）×2 
20 KVA 16 KVA 

１／２ラック 
１９Ｕ 

(上 2、下 2U) 

100V 

30A 
24 A 

平行２ピンアース付抜止め６口 

（100V15A 仕様）×2 
3 KVA 2.4 KVA 

１／４ラック 
８Ｕ 

(下 2U) 

100V 

10A 
8 A 

平行２ピンアース付抜止め６口 

（100V15A 仕様）×1 
1 KVA 0.8 KVA 

※ 扉開閉、ラック内温度、電流の監視を２４時間３６５日実施。 

※ UPS の設置はできません。 

※ 管理ユニットは当社設備用及びメンテナンス用の空きユニットのため、契約者機器のマウントはできません。

なお、管理ユニットは提供ユニットには含まれません。 

 

 ラック及びサーバルーム監視 
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当社サーバルーム内では以下の監視を実施し、当社確認の上で異常が認められた場合あらかじめ指定された通知

先に電子メールによって通知を行います。尚、他の機器に影響を与えかねない重大事と判断した場合、当社にて

強制停止などの措置をとる場合があります。 

・ サーバルーム設置カメラによる画像の遠隔監視 

・ ラック扉の開閉状況 

鍵の貸出しがない状況での扉開放を異常とみなします 

・ ラック内温度 

以下の場合異常とみなします 

ラック前面温度 15℃以下もしくは 29℃以上 

・ 提供電源電流管理 

定格容量の 8 割に達した場合を異常とみなします 

・ インターネット接続用配線パッチパネルに接続された通信機器ポートへの死活監視 

応答がない場合を異常とみなします 

 

３． 付加サービス 

（１）インターネット接続サービス 

当社が管理するインターネットへの接続を提供するサービスです。 

詳細は「４．技術的条件（１）インターネット接続サービス」をご参照下さい。 

 

（２）電源追加サービス 

当社が提供するラックに電源を追加するサービスです。 

提供ラック 
提供電源 

電源タップ仕様 
監視 

しきい値 電源構成 利用の上限 

フルラック １００Ｖ２０Ａ １００Ｖ２０Ａ 
平行２ピンアース付抜止め６口 
（100Ｖ15A 仕様）×2 相当 １６Ａ 

フルラック １００Ｖ３０Ａ １００Ｖ３０Ａ 
平行２ピンアース付抜止め６口 
（100Ｖ15A 仕様）×2 相当 ２４Ａ 

フルラック ２００Ｖ３０Ａ ２００Ｖ３０Ａ １口（契約者指定形状） 監視なし 

※各電源構成ごとに定められた、利用の上限（監視しきい値）を超えての利用はできません。 

※但し、提供ラックごとに定められた、最大電源構成の範囲内であれば、搭載する電源構成を変更できる場合があ

ります。別途ご相談下さい。 

 

（３）棚板レンタルサービス 

当社が提供するラックに搭載する棚板を提供するサービスです。 

標準棚板 ： 前後４点止め、１Ｕ占有、耐荷重７０kg 

 

（４）監視サービス 

契約者機器が正常に動作していることを確認するため、インターネットセグメントから指定されたサービスポー

トの監視を実施するサービスです。 

詳細は「４．技術的条件（２）監視サービス」を参照下さい。 
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（５）監視項目追加サービス 

当社が提供する監視サービスでの項目を追加するサービスです。 

 

（６）監視項目変更サービス 

当社が提供する監視サービスでの監視項目及び通知先メールアドレスを変更するサービスです。 

 

（７）バックアップテープ交換サービス 

契約者機器のバックアップ媒体の交換を行うサービスです。サービス提供時期より事前に手順書の提出が必要で

す。「４．技術的条件（３）作業要請及びバックアップテープ交換について」の範囲内で作業を行うものとします。 

 

（８）ファイアウォールレンタルサービス 

当社指定のファイアウォール機器を提供するサービスです。ポリシー設計、作成、設定においては原則として契約

者の責任で行うものとします。 

 

（９）ファイアウォール設定サービス 

ファイアウォールレンタルサービスの付加サービスです。当社指定のファイアウォール機器の提供時に、「４．技

術的条件 （４）ファイアウォール設定サービスについて」の範囲内で設定を行うものとします。 

 

４． 技術的条件 

（１）インターネット接続サービス 

当社が提供するインターネット接続環境はベストエフォート型（共有 100Mbps）とします。 

【利用形態について】 

当社が提供するインターネット接続の利用形態はインターネット上へのサービス公開を目的とした接続のみ

とします。契約者ネットワークからのインターネット閲覧、一斉ウイルス定義ファイル取得等の大量ダウンロ

ード、ストリーミング配信での使用は原則禁止とします。 

【ＩＰアドレス】 

当社より提供するグローバルＩＰアドレスは、設定ラックのみでの使用とします。 

提供項目は以下の通りとします。 

提供項目 概 要 

共有セグメント 100Mbps 

提供 IP 数 1IP～4IP 

複数契約者にて共有の 25 ビットの IP アドレス帯を利

用いただきます。 

占有セグメント 100Mbps 16 

 提供 IP 数 11IP 

契約者占有の 28 ビットの IP アドレス帯を提供します。 

占有セグメント 100Mbps 32 

 提供 IP 数 27IP 

契約者占有の 27 ビットの IP アドレス帯を提供します。 

占有セグメント 100Mbps 64 

 提供 IP 数 59IP 

契約者占有の 26 ビットの IP アドレス帯を提供します。 

  

契約変更等で利用ラックを変更される場合にはグローバルＩＰアドレスが変更される場合があります。また、

提供項目変更を行う場合にはグローバルＩＰアドレスが変更されます。 



 

 15

割当てＩＰアドレス以外のＩＰアドレスを使用された場合、当社提供インターネット環境へ大きな損害を与え

るときがありますので、割当て外のＩＰアドレス利用を検知した場合、第２４条（利用の停止）第１項第３号

⑪及び同条第２項ただし書きに従って契約者への通知なしにインターネット接続の利用を直ちに停止させて

いただきます。 

 

【責任分解点】 

当社が管理するルータもしくは集線装置と契約者機器は、RJ45 Category5 ケーブルによって接続されるものと

し、責任分界点は、当社がラック内に敷設したケーブルまでとします。 

【ルーティング】 

接続にあたっての IP パケット方式のルーティングは、スタティックルーティングのみとします。 

【ドメイン名】 

インターネット接続におけるドメイン名は契約者が指定するものとします。 

 ＜当社にて DNS を提供する場合＞ 

   nekonet サービスの DNS サービス、ドメイン取得・更新代行サービスを契約いただきます。 

   すでにドメイン名を取得済みの場合は指定事業者変更の手続きが必要となります。 

 ＜契約者が DNS を運用する場合＞ 

   当社に対し、登録先の DNS（プライマリ・セカンダリ）の情報を提供願います。 

【セキュリティについて】 

インターネット接続サービスでは、ファイアウォールサーバやドメイン／IP アドレスに基づくアクセスコント

ロール等、セキュリティに関する機能を提供しておりません。 

これらの機能を必要とする場合は、当該契約者自らの費用と責任において設置、運用を行なうものとします。 

当社が提供するファイアウォールレンタルサービスを利用する場合も同様です。 

【利用の制限について】 

契約者ネットワークからのインターネット閲覧、一斉ウイルス定義ファイル取得等の大容量ダウンロード用、

ストリーミング配信等で利用する場合、帯域を圧迫する可能性がありますので、帯域制限をかける場合やご利

用を制限させていただく場合がございます。 

【ファイアウォールの冗長化について】 

インターネット接続サービスをご利用の際にグローバルセグメントに接続される機器（ファイアウォールなど）

において冗長化構成を組まれる場合、当社指定のＶＲＩＤをご利用いただきます。 

【初回接続時、設定変更時の検証について】 

インターネット接続用通信ポートへの初回接続時及び設定変更時には、当社要員にて事前に検証を実施致しま

す。 

 

（２）監視サービス 

【監視サービス仕様】 

・ 提供条件：インターネット接続サービスで提供した当社管理のグローバル IP アドレスであること。 

監視機器より監視対象ポートに対するアクセスが可能であること。 

・ 監視方法：サービスポート単位の監視。対象プロトコルを用いたインターネットセグメントからの応答確認。 

・ 監視対象： 1 契約につき 5 サービスポートまで。（追加の場合は別途有償対応） 

・ 監視可能プロトコル：ICMP(ping)、HTTP、HTTPS、SMTP、POP3、DNS。 
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※ポート番号の指定がない場合、プロトコル標準のポートに対し監視を実施。 

・ 監視時間：24 時間。顧客契約者の要望により監視停止時間を設ける事も可能。 

・ 監視間隔：おおよそ 1 分毎。 

・ 異常判定：Ping 無応答、又はポートが有効でない場合は異常と判定。 

・ 異常時の通報：指定メールアドレスに対しメールにて通報し、メールの到達確認は行わない。 

・ 異常継続の通知：異常が継続している場合、およそ 10 分毎にメールにて通報し、メールの送達確認は行わない。 

・ 当社内での対応：なし。 

・ 監視ログ保持期間：6 ヶ月。 

・メンテナンスのため、事前の通知をもって監視を停止する場合有り。 

・ 動作確認のためテストメールを送信する場合有り。 

 

（３） 作業要請及びバックアップテープ交換について 

筐体のスイッチ操作、媒体の交換等の物理的作業とし、サーバ、アプリケーション等へのログインを伴わない作業

とします。 

 

（４）ファイアウォール設定サービスについて 

ポリシー設計、作成は契約者の責任で行うものとします。 

当社は契約者が作成した設定内容(設定シート範囲内)をファイアウォールへ設定することのみとします。上記設定

シートに則った設定によって生じるいかなる損害、障害等に対して一切の責任を当社へ求めないものとします。 

初期設定及び設定変更時には当社要員立会いのもと、契約者にて接続テストを実施するものとします。 

契約者は、機器の受領後にパスワードの変更を行うものとします。 

 

以 上 

 


